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IthasbeenpointedoutthateconomicpoliciesinThailandtendedtobe"conservative"inthe

sensethattheThaigovernmentpaidverylittleattentiontoeconomicdevelopment,espe-
ciallyduringthereignofKingChulalongkom (RamaV).Somearguedthatthe"conser-

vativeness"wascausedbytheinfluentialEnglishfinancialadvisorstotheThaigovem ent.

OthersarguedthattheThaigovemmentadoptedtheHconservative"economicpolicy

voluntarilybecauseitwastheorthodoxyinthisperiod.Thisarticleaimstosearchfororigin
ofthe"conservativeness."

ThispapertakesuptheperiodofKingMongkut(RamaIV)becauseinthisperiod

Westem influenceincreased.TheeconomicpoliciesofKingMongkutareanalyzedfromthe
viewpointoftheinflueceofWestem economicthoughtandclassicaleconomics.Despitethe

similaritywiththeWestem economicthoughts,thereisnoevidenceforthesystematic
introductionoftheWestem economicideas.RatherthantheinfluenceoftheWest,Thailand

hadcharacteristicswhichweresuitedtothe"conservative''economicpolicies.Inthispaper

weexaminetwosuchcharacteristics.Oneistheincentivesystemthroughthemarketasa
meanstocontrolpeople,andtheotheristheentrepreneurshipofthekingandhighranking
officials.

はじめに

本稿はタイの経済政策の特徴 と言われる ｢消極性｣について,それがラーマ四世 (モンクッ

ト王,治世 1851-68年)の時代まで遡れることを示すと同時に,そのような特徴を持つに至っ

た背景を考察することにある｡1) タイの経済政策が ｢消極的｣であるという点はIngram などに

よって指摘されてきた[Ingram 1971]｡この言葉は産業への非介入政策 と慎重な財政金融政策

を指しており,暗黙の内に第二次世界大戦後の積極的な開発指向の経済政策 と対置されている｡

●京都大学東南アジア研究センター :TheCenterforSoutheastAsianStudies,KyotoUniversity

1)｢消極性｣はconservativenessの訳語である｡｢保守的｣と呼ぶよりは混乱が少ないため本稿ではこの言

葉を用いることにする｡
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このような政策は古典派経済学の特徴であり,また19世紀後半の正統的な考え方であり,ラー

マ五世 (治世 1868-1910年)の時代にイギリス人財政顧問によってこの考え方がシャムに持ち

込まれたという指摘がなされてきた｡本稿の課題のひとつはモンクット王の時代にすでに古典

派経済学あるいは正統的な経済政策の考え方がシャムに入っていたのかという点を検討するこ

とである｡本稿の対象としてモンクット王の時代を取 り上げるのは,ひとつにはモンクット王

の時代に開国して西洋諸国と交流が盛んになったこと,もうひとつにはモンクット王自身が西

洋の科学技術に関心を持っていたことにより,この時代に古典派経済学的思考がシャムに入っ

てきた可能性が高いと考えられるからである｡モンクット王は西洋からの商人,船長,宣教師

などとの接触を通して西洋の知識,技術を導入しようとした[Dhiravegin 1975:13]｡しかし,

実際には ｢モンクット王が関心を持った西洋の知識は明らかに限られており,伝統的なシャム

政府の考え方や慣習とはほとんど関係なかった｣[Vella 1955:334]と言われる｡古典派経済

学に関して言えばモンクット王が古典派経済学を学んだとするものは筆者の調べた限りでは見

出すことはできなかった｡ とは言え,モンクット王の時代の布告を調べてみると古典派経済学

的な部分は少なくないし,また布告自体が ｢消極的｣ 傾向を持っている｡

古典派経済学という外からの影響を考える以前に,シャムの伝統的な社会経済的枠組みの中

に ｢消極的｣経済政策をもたらしている要因があるのではないかという点の検討が本稿の第 2

の課題である｡本稿ではそのようなシャムの伝統的な社会経済の特徴として取 り上げるのは,

ひとつは｢農民に私的利益を追求しうるインセンティブを与えて統治するという形態｣であり,

もうひとつはシャム王の商人的性格である｡前者は原 [1986]によって指摘されたものであり,

本稿では ｢原仮説｣と呼ぶことにする｡本稿の結論はこれら二つの条件が古典派経済学的な政

策に一致したものであったということであり,古典派経済学がシャムに入る以前から経済政策

は ｢消極的｣であり,またミクロ的あるいは商人的視点からのものであり,それがシャムの家

産制国家の特徴であるということである｡

本稿の構成は,第 Ⅰ節で｢消極的｣経済政策の特徴をIngramの著作に拠 りながら明らかにし,

第ⅠⅠ,ⅠⅠⅠ節でモンクット王の時代の金融政策 と貿易促進策 ･産業育成策について r年次法律集

事Jに基づいて検討する｡ 第IV,Ⅴ節では古典派経済学の影響 という観点からモンクット王の

自由貿易論 と価格メカニズムについて論じる｡ 第ⅤⅠ,ⅥⅠ節では ｢消極的｣経済政策をもたらし

たと考えられるシャムの伝統的な社会経済的枠組みとして ｢原仮説｣とシャム国王の商人的性

格について取 り上げる｡

本稿ではr年次法律集纂Jを主な史料として用いる｡2)本稿では布告の名称の後に布告の通し

番号および年号を付けた｡これらは矢野 [1992]の付表に拠っている｡従って,年号には仏歴

2)r年次法律集纂J lLaailak 1935]については矢野 [1992]参照｡
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から西暦に換算したときに生じる若干の誤差を含んでいる[同上論文 :36]｡また,布告の名称

については矢野 [同上]を参考にしたが,いくつかの布告については変更 している｡

I r消極的｣ (Conservative)経済政策

タイの経済政策の特徴のひとつとしてよく挙げられるのが ｢消極的 (Conservative)｣である

ということである. 本節ではこの言葉がどのように用いられているかをJ.C.IngramのEco-

nomicChangeofThaihmd,1850-1970に拠 りながら明らかにしてい く.Ingramがシャム

政府の経済政策を ｢消極的｣であると言う場合,シャム政府が経済発展に対 してあまり関心を

払ってこなかったということを意味しており,もし,より積極的な経済政策を推進していれば

経済発展はもっと進んでいただろうというマイナスの評価を含んでいる｡Ingramのいう｢消極

的経済政策｣には産業レベル,マクロレベル両面を含んでおり,以下では両者を分けて見てい

くことにする｡

産業レベルでの ｢消極的政策｣としてしばしば取 り上げられるのがシャム政府の農業育成政

策が不十分であったことである｡その典型的な例は,オランダ入港概専門家 VanderHeideの

大規模港概計画をシャム政府が棟上げにしたことである｡Ingram はこの計画が もし実行され

ていたらシャムの農業発展に大きく貢献 していただろうと考え,シャム政府は一般的に農業問

題に対 し積極的に関与 してこなかったと批判した[Ingram 1971:87]｡3)しかし,一方ではシ

ャム政府が農業発展に全 く何 もしなかったというのではなく,鉄道および港概プロジェクト,

土地税制上の優遇措置, リベラルな土地政策が米作の拡大を促 したとも指摘 してお り [loc.

cit.],農業政策に関しては,シャム政府は農業育成政策を全 く取らなかったというわけではない

が, もっと積極的に農業育成政策を実行 していれば農業はさらに発展していただろうという意

味で不十分なものであったと主張している｡

不十分な産業政策のもうひとつの例は,1927年の関税率の引き上げである｡それまでは1855

年のBowring条約以降,関税自主権を失っていたために保護関税政策によって国内産業を育成

することはできなかった｡関税自主権の回復によってそのような保護政策を採ることが可能に

なったが,当時のシャム政府にはそのような意図はな く,むしろ関税収入を増やすことが関税

率引き上げの主たる目的であった[ibid.:183].実際には,関税率の引き上げによってマッチ,

砂糖,タバコなど製造業での国内生産が始まるために,一見,輸入代替工業化政策のように見

えるが,それは ｢意図せざる輸入代替｣ と呼ぶべきものであった｡

一方マクロレベルでは消極的財政金融政策が挙げられる｡財政政策の面では,シャム政府は

3)この点はIngram[1971]以前から批判されてきており,IngramはVirginiaThompsonの批判を引用
している [Thompson 1941:376]｡
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｢歳出は歳入によってカバーされるべきであるという財政上の原則に忠実であった｣[ibid.:

189]｡また,金融政策の面ではシャム政府はバーツの国際的信用を維持することを経済発展や

価値 と所得の安定よりも優先した [ibid.:170]｡例えば,1902年に初めて紙幣を発行 した時か

ら,紙幣発行額を上回る正金および外国債券を準備金 として維持しようとした｡これは金融上

の信用を失うことによって外国の干渉を受けたエジプ トなどの国々の経験を踏まえ,そのよう

な危険に晒されることを防ぐためのものであった[Crosby 1945:34]｡また,不作の年には米

の輸入を増やさなければならず,それに備えて十分な外貨準備を必要としたという事情 もあっ

た｡ しかし,Ingram はこのような準備金は不必要に大 きすぎるものであり,4)もし一部を産業

投資に回していたらシャムの経済発展に寄与していただろうと主張する｡

以上のようにIngramの言うシャム政府の｢消極的経済政策｣はG)不十分な産業育成政策 と(参

財政支出を収入の範囲内に抑え,準備金を必要以上に蓄積するという財政金融政策からなって

いる｡5)このような ｢消極的経済政策｣自体は重商主義時代の政府の行き過ぎた産業規則に反対

する古典派経済学の考え方 と似通っている｡ つまり表面的にはシャム政府は自由放任主義的

(laissezfaire)政策を採用していたように見える [Ingram 1971:195]｡

次になぜこのような｢消極的政策｣が採用されたのかについてIngramの考え方を見ておくこ

とにする｡それは部分的には外国との条約によって課せられたものであった [loc.cit.].すな

わち,Bowring条約によって関税自主権を失っていたために保護関税政策が採れなかったと言

える｡しかし,外国との条約がシャムの経済政策に与えた影響は主として自由貿易を強いたと

いうことであって [Manarungsan 1989b:26],外国との条約のみでは ｢消極的政策｣のその

他の側面については説明できない｡例えば日本も開国後,条約改正までは同様の状況にあり,

保護関税政策をとることはできなかったが,日本はシャムと違って産業育成政策を積極的に採

用しようとした｡

シャムがなぜ産業育成政策に積極的でなかったのかという間に対 してIngram はイギリス人

財政顧問の影響力を強調する｡すなわち,1896年から1950年にかけて財政顧問は ｢消極的財政

政策｣を指向し,上述のVanderHeideの大規模港救計画に反対し,財政支出を切 り詰めるよ

う主張したのはイギリス人財政顧問W.∫.F.Williamsonであった [Ingram 1971:197]｡

Ingram はさらに港概投資を含む産業投資の遅れの責任はイギリス人財政顧問のみならずイギ

リス本国にもあると考えている [ibid.:200]｡つまり,イギリス人財政顧問はイギリス本国の

意向を受けて行動していたのであり,もし,シャム政府が淳概投資のために財政赤字に陥った

4)Ingramはこの政策を超保守的 (ultraconseⅣative)と呼んだ [Ingram 1971:170]｡
5)財政金融政策上の原則 を守るために産業育成策が犠牲にされたというのではな く,政府にそもそも産業

育成策を行 う意志がなかったように思われる｡
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ならば,イギリス政府から強い反発を受けただろうと考えている [ibid.:212].しかし,イギ

リスおよびイギリス人財政顧問がシャム政府に ｢消極的経済政策｣を求めた理由は必ずしも明

らかではない｡｢消極的政策｣の効果は植民地化を避けるために外国に干渉の口実を与えないと

いうことであり,もしイギリスがシャムに ｢消極的政策｣を強いたということであれば,イギ

リスにはシャムを植民地化しようという意図はなく,ただ貿易の促進を図ったということにな

る｡6)貿易の促進 とは言え,それは主に通貨の安定を通 してであって輸出産業の育成 というも

のではない｡

しかし,イギリス人財政顧問がそれほど強い影響力を持っていなかったとする説 もある｡Ⅰ.G.

Brownは,顧問は所詮顧問に過 ぎず,最終的には大臣の意向に左右 され ること [Brown

1975:338],また,イギリス人財政顧問の提案が通らなかったり,たとえ通ったとしても時間

がかかったケースを取 り上げ,イギリス人顧問の影響力はそれほど強 くなかったと主張してい

る｡ もし ｢消極的政策｣がイギリスおよびイギリス人顧問によって強制されたものではなかっ

たとすると,シャム政府自らが ｢消極的政策｣を指向したことになる｡なぜシャム政府が ｢消

極的政策｣を指向したかについては二つの理由が挙げられている｡ひとつは ｢消極的政策｣と

呼ばれるものが当時は進歩的な考え方であり,主流の考え方であったということである｡この

点はIngram自身指摘している｡すなわち,｢当時のポンド,党換制,非介入政策に基づ く世界

経済体制の下ではシャムの消極的政策は時流に沿ったものであった｣[Ingram 1971:174]｡均

衡財政主義,財政支出の抑制,十分な外貨準備の維持は,1858年の東インド会社廃止以降のイ

ンドにおける経済政策の特徴であり,また当時のアジアの植民地での正統的な考え方であった｡

シャムのイギリス人財政顧問の中にはインドから来た者も多 く,彼 らが正統的な考え方をシャ

ムに持ち込んだと考えられる [Brown 1975:333] ｡ しかし,すでに述べたように彼らはシャ

ム政府に正統的政策を強制したのではなく,シャム政府自らがそれを取 り入れたということで

ある｡Ingram は第二次世界大戦後の成長指向の時代の考え方に立って見ているためにシャム

の経済政策は ｢消極的｣に見えるが,当時 としては進歩的なものであった [loc.cit.]｡しかし,

なぜ正統的な考え方を取 り入れたかは明かではない｡考えられる理由は,それによってシャム

を近代国家 と認めさせるということである｡

もうひとつの理由は外国からの干渉を防ぎ独立を守るためには金融上の信用を産業開発以上

に優先したということである｡すなわち,金融上の信用を失うことが西洋列強に介入の口実を

与えることになるからである｡この点は,たとえ財政顧問を通さなくても西洋列強の脅威によ

6)イギリスに植民地化の意図がなかったとする見解については以下を参照｡｢パーラディーによれば,ラー

マ四世は,イギリスの思惑はそもそもシャムを植民地化することではなく,貿易振興以外のなにもので
もなかったことを知っていた｣[矢野 1992:6]およびPharadeeMahakhan[1981]参照｡また,日
本のケースについてはSugiyama[1988]参照｡
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ってシャム政府は ｢消極的轟済政策｣を強いられたという解釈もできる｡

以上見てきた説明はいずれもシャムと西洋列強との関係において説明しようとしており,シ

ャム国内の要因への配慮を欠いている｡本稿ではこの点を第ⅤⅠ,ⅥⅠ節で検討する｡

本節では ｢消極的経済政策｣の内容が,産業への非介入政策,慎重な財政金融政策を柱 とす

る古典学派経済学的なものであることを見てきた｡ⅠⅠ,ⅢⅠ節ではこのような｢消極的経済政策｣

がモンクツト王の時代にも見られるのかを r年次法律集纂Jに拠 りながら見ていくことにする｡

ⅠⅠ 金融政策

｢消極的経済政策｣のひとつの柱は貨幣の信用を重視するということであった｡ モンクット王

の17年間の治世の間に発せられた372簾の布告等のうち経済関係で最 も多いのは貨幣に関する

ものである｡このことからも開国によって貿易が拡大していく過程で増大する貨幣に対する需

要に対していかに信用を失わずに貨幣の供給を増やしていくかということに苦心している様子

が窺える｡

開国当初は貿易の拡大によって金銀がシャム国内に流入 し,7)それを歓迎する傾向が見られ

る｡Ingram はシャムの王は金銀を蓄積しようとした様子はなく,貿易を規制して金銀塊の流入

を計った様子 もないとしているが[Ingram 1971:32],開国後間もない頃に発せられた布告の

中には金銀の流入を国の富と見なしてそれを奨励するという記述が少なくない｡｢外国人に対す

る土地の売却および賃貸に関する布告｣(P103,1856)では｢西洋人は気前良 く高い金額で土地

を貫おうとするので土地を売った者には銀貨が入 り,国には金銀が入ってくる｡ もし,土地を

売るのがいやなら賃貸 しすればよい｣とある｡また,｢外国人との貿易,および彼らの下での就

労を認め,誤った噂に驚かないよう注意する布告｣(P107,1856)では｢シャムには精錬 して使

えるような銀の鉱山がなく,昔から外国に頼ってきた｡しかし,今や外国商人がシャムの物産

を購入するために銀を大量にシャムに持ち込んでいる｡ かれらと商売し,また雇われることに

よってシャムの人々は豊かになっている｣としている｡これらの布告は開国を正当化しようと

いうモンクット王の意図もあったであろうが,一般に金銀の流入が国の繁栄と見なされていた

ことがわかる｡

しかし,バーツ銀貨に対する需要に供給が追いつかなくなると金銀の流入を誇るよりも貨幣

の供給に追われるようになる｡金銀塊および金銀貨の流入は外国人商人がシャムの物産を買う

ためにそれらを持ち込んだために生じたものであり,外国人商人はこれらの金銀を王庫でバー

7)シャムは開国から第二次世界大戦に至るまで基本的に貿易収支は黒字であった [Ingram 1971:331-
335]｡
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ツ銀貨に交換した｡それまでのバーツ銀貨の供給が僅かなものであったために,外国人商人か

らのバーツ銀貨に対する需要に供給が追いつかず,バーツの価値はlUSドル-1.675バーツか

ら1.60バーツへと上昇している｡ このような状況で ドルからバーツへの交換を通してシャムの

高官,特にKrommaluangWongsaは大きな利益をあげることができた｡そこでバンコク駐在

の領事達は一致してバーツ価値の引き下げを求め,1USドル-1.665バーツを認めさせている

[Wilson 1970:38ト382]｡その結果,出された布告が｢外国硬貨の使用を許可する布告｣(PllO,

1856)である｡ この布告ではバーツ･ドルの交換レー トは3ドル-5バーツとする｡ すなわち,

1ドル-1.667バーツであって,上記の数字 とほぼ一致する｡またこの布告では外国硬貨の国内

での使用を認めるようになった経緯を次のように説明している｡｢Bowring条約後 1年足 らず

の間に,すでに103隻の外国商船がシャムにやって来る一万,37隻のシャム商船が貿易のため外

国に向かった｡ この間,商人のために268,827ドルをバーツに交換した｡しかし,さらに何万 ド

ルもの交換を求めているのに対 し,バーツ銀貨の製造能力は不十分であり,需要に追いつけな

い｡そこで,イギリス領事代理のMr.Bellは商業上の障害を取 り除 くため800バーツ以上の取

引については外国硬貨 (ドル)の使用を認めるよう要請した｡外貨がシャムに流入して くるこ

とはシャムにとって有利なことであり,また人々を豊かにすることでもある｡ すでに中国,イ

ンド,ベルシア,マレー,ビルマ,ペグーでは外貨が使われており,またシャムの進貢国であ

り,またイギリス植民地 とも貿易を行っていたソンクラー,タラ-ン,パンガ一,タクア トウ

ン,タクアパーなどでも外貨が使われている｣8)という内容である｡この布告はシャム政府 との

交渉でイギリス領事 (代理)が中心的な役割を果たしていたということを示している｡この役

割は前節で見たIngramの論議,すなわちイギリス人財政顧問がシャムの経済政策に｢消極的｣

な傾向を与えたという議論 と似ている｡つまり,ラーマ四世の時代には後にイギリス人財政顧

問が果たした役割をイギリス領事が果たしていたように見える｡ しかし,イギリス領事の意見

がそのままシャム政府に受け入れられたわけではない｡この布告に関して言えば,イギリス領

事らの主張は現行制度から利益を得ていたKrommaluangWongsaらの反対に遭っていたが,

最終的にはモンクット王に直接請願することで認められるという経過を辿った｡このように外

国人領事 らの意見が取 り入れられるか否かはシャム政府内部の利害の対立によって左右され

た｡

外国の硬貨を国内で使用することが認められたものの,外国の硬貨は国内では容易に流通し

ない｡ひとつには外貨を退蔵 したり子供の装飾品に使ってしまうからであり, もうひとつは外

国の硬貨に対する信用がないからである｡9)外国の硬貨については印を押すことによってその

8) この布告は南タイでは外貨が流通していたことを示している｡当時,北タイも同様の状況にあり,東北

タイも中部タイとは別の通貨が流通していた｡本稿の議論は中部タイを中心 としたものである｡

9)｢外国の硬貨を子供の装飾品として使うことを禁止し,交換比率を規定する布告｣(P121,1857)｡
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価値を保証し流通できるようにしているが,それでは不十分であり,外貨を使用するよう国民

を説得するため ｢外国の硬貨使用許可に関する布告 (第二篇)｣(P123,1857)を発している｡

その主旨は｢外国硬貨の使用を許可する布告｣(PllO,1856)とほぼ同じで,外国硬貨はシャム

にとっても有用であり,また国民を豊かにするものであるという内容である｡しかし,外貨の

流入に比べてその国内での流通の割合は低 く,王庫に外貨が蓄積し,バーツ硬貨が不足すると

いう事態が続いた｡そこで ｢外国硬貨の使用許可に関する布告を厳守することを命ずる布告｣

(P125,1857)によってビアワット (王族･官僚に対する年金)を外国硬貨で払うようにし,ま

た借金を外国硬貨で返済する事を認めている｡外国硬貨を強制的に受け取らせようというわけ

である｡

これらの布告にもかかわらず,バーツ硬貨に対する超過需要は解消されず,バーツは100ド

ル-155バーツにまで上がっている｡ これはKrommaluangWongsaとモンクット王の二人の

兄がバーツへの両替を依然として独占していたからである｡そこで在バンコクの西洋諸国の領

事達はモンクツト王に貨幣製造所をつくるよう直接請願した｡その結果,平らで円形の硬貨が

造られることになった[loc.cit.]｡その布告が｢新硬貨(ngoenpae)の発行に関する布告｣(P213,

1860)である｡ 貨幣の信用を高め,外貨 との交換を容易にし,商業を促進するために, 1バー

ツ, 2salung(-0.5バーツ), 1salung(-0.25バーツ), 1fuang(-0.125バーツ)の4種

類の新硬貨を発行することになった｡10)当時は球形の銀貨 (photduan)や貝貨 (ビア･ホ-イ)

が使われていたのに対し,新硬貨は1859年にイギリスのヴィクトリア女王から贈られた硬貨輿

造機(coining･press)を用いて造られたシャムで初めての円形硬貨であった｡11) ここでも領事の

要請に対し,モンクツト王が認めるという形をとっている｡

小額の補助貨幣としては当時はまだ貝貨が使われていた｡12) しかし,外国商人は貝を大量に

シャムに持ち込んで使ったために貝貨の価値は下落し,使用に不便を来すようになっていた｡

そこで貝貨に代わる補助貨幣が1862年に新しく発行されることになった｡その補助貨幣が att

(-1/64バーツ),solot(-1/128バーツ)で,それぞれ100biaと50biaの価値に等しい ｡13) こ

れらの硬貨はブロンズ製で機械で造った円形のものである｡そして新硬貨に対する信用を高め

るために,たとえ貝貨の価値がさらに低下したとしても,新硬貨と銀貨 との交換比率は一定に

保つとされた｡14)

10)実際には, 2salungの硬貨は作られていない [Thailand,TreasuryDepartment 1982:131]｡
ll)Thailand,TreasuryDepartment[1982:131]では1857-58年に発行されたことになっている｡シャム

で初めて流通した平らで円形の硬貨は1956年のものであるが,この時は手製で少量しか流通しなかった

libid.:127]0
12)貝貨6,400個の価値が 1バーツに等しい｡

13)1biaは貝貨 1個の価値｡

14)｢新硬貨 (att,solot)発行に関する布告 (1-3)｣(P247-249,1862)｡
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しかし,新硬貨 も容易には流通せずさらに2篇の布告が出されている｡15)その主旨は｢王の印

のついた硬貨 は次の代になると使えな くなるという噂があるが,これは正しくない｡硬貨製造

のために機械を導入することは国を富ませるために必要である｡硬貨の信用を失うことをすれ

ば,硬貨は使えなくなってしまうので二兎換を維持する｣ というものである｡

さらに ｢新硬貨 (att,solot) と銀貨の交換を行 う役人の任命に関する布告｣(P242,1962)

によって新硬貨 と銀貨 との交換方法を規定し,｢固い板の上で硬貨 (att,solot)を数えることを

禁止する布告｣(P244,1862)では固い板の上で新硬貨を数えると傷んだり,無 くなったりする

ので,布を敷いてその上で数えるように注意を与えている｡16)

att,solotについては偽硬貨の噂が広まっていて,それを打ち消すために以下のような布告が

出されている｡

｢偽硬貨についての報告に関する布告｣(P274,1864)

｢ngoenpaeの偽硬貨を本物 と交換する旨の布告｣(P275,1864)

｢弱 く薄い新硬貨 (att,solot)を追加発行する旨の布告｣(P276,1864)

｢attの偽硬貨を本物 と交換する旨の布告｣(P279,1864)

｢attの偽硬貨を造っていた中国人に関する布告｣(P290,1865)

これらの布告からatt,solotの信用を維持するために苦労している様子が窺える｡

バーツ銀貨に対する強い需要は依然 として続 き,中国,カリフォルニアの金やヨーロッパ,

アメリカの金貨が流入 しているため,金価格が低下している｡ そのため税を金貨で支払う割合

も増え,逆に徴税請負人が王庫に税 として納める銀貨 も減っていった｡また,西洋の商人がか

って銀貨を持ったこともないような貧 しい人々から物を買って彼 らにバーツ銀貨 を渡 したと

き,彼 らはそれを退蔵 してしまったり,外国商人が外国の銀貨を持ち込んでバーツ銀貨 と交換

したためにますますバーツ銀貨が不足 していった｡そこで1863年にtot(8バーツ, 1ポンド金

貨に相当),pit(4バーツ,半ポンド金貨に相当),patdueng (2.5バーツ, 1中国テールに相

当)の3種類の金貨を発行するとともに,ポンド金貨の国内での使用を認めている｡そして年

金の一部を金貨で支払 うことにしている｡17)

15)｢att,solotが使えなくなるという噂に関する布告 (1-2)｣(P250-251,1862)0
16)『年次法律集纂』のP242,244,247-251は時間通りには並んでいない｡P242,244はモンクット王在位

4152日目,P247-249は在位4,121日目,P250,251は在位4,146日目である｡また,Laailak[1935]で

は,この時sik,sioも同時に発行されたような蓮の付け方がなされているが,sik,sioが発行されるのは
後のことである｡

17)｢金貨の発行に関する布告｣(P258,1863)および｢新発行の金貨で年金を支払う旨の布告｣(P272,1864)0

金貨に関する布告にはこの他に ｢金貨 (tongpee)を銀貨と交換する旨の布告｣(P335,不明),｢金貨

(tongpee,paddueng)の交換t/-トにつ0て｣(P336,不明),｢金貨 (tongtot,tongpit,paddueng)
の交換場所に関する布告｣(P337,不明)がある｡これらは布告された年が不明であるが,この頃の公布
と思われる｡
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1865年にはsik(-1/16バーツ),sio(-1/32バーツ)の2種類の銅貨が新 しく発行されて

いる｡しかし,これらの銅貨は傷みやすいという理由でデザインを変えて厚さの薄いものに代

えられている｡18)

以上が r年次法律集碁Jに現れたラーマ四世期の主な貨幣に関する布告である｡当時は紙幣

のない時代だったので前節での ｢消極的通貨政策｣とは直接比べられないが,貨幣の信用を重

視するという ｢消極的経済政策｣の特徴は見られる｡ モンクツト王の時代に行われた貨幣政策

は開国後の貿易の拡大によって生じたバーツに対する需要を満たすため通貨 (硬貨)の供給量

を増やすということであり,そのために機械を導入し,それまで貝貨 と球形の硬貨 しかなかっ

たところに西洋的な平らで円形の硬貨を新しく発行することになった｡この面では ｢近代化｣

と呼ぶこともできようが,紙幣もなく信用制度 も発達していない当時の状況ではそれは限られ

たものでしかなかった｡

バーツに対する需要は主に外国商人からのものであり,モンクット王は彼らの要求を受け入

れて,貨幣の供給を増やす努力をした｡KrommaluangWongsaらのグループが彼らの利益に

反して通貨の交換で利益をあげていたためにモンクット王に直接請願することになったもので

ある｡このことは貿易が自由化されたとは言え関税以外の手段で貿易を阻害することはできた

ことを示している｡ ｢自由貿易｣が実効のあるものとなったのはモンクット王がそれを望んだか

らである｡ このような状況であったために外国人商人 もモンクット王に頼ることになった｡そ

して,このような過程を通してモンクツト王は外国人商人 との間に親密な関係を築 き,そこか

ら得 られる利益 も少なくなかったと思われる｡この点については第ⅥⅠ節で取 り上げることにす

る｡

ⅠⅠⅠ 貿易促進策 ･産業育成策

｢消極的経済政策｣の もうひとつの柱は産業育成策が不十分であるということである｡本節で

はこの点を取 り上げるが,モンクット王によって発せられた布告の中に産業育成政策に関する

ものは僅かしかない｡このこと自体,産業政策に消極的であったことを物語っている｡

産業育成策 として重要なのは米作の奨励である｡Bowring条約によって輸出関税 と土地税が

低 く抑えられたこと自体が農民にとって耕地拡大の大 きなインセンティブになっていたが

[Manarungsan 1989b:26,173-175],シャム政府自身の政策 としては,土地の開墾に対 して税

18)｢新銅貨 (sik,sio)発行に関する布告｣(P293,1865)および ｢銅貨 (sik,sio)の厚さを薄くしたこと
に関する布告｣(P302,1866)｡
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制上の優遇措置を与えることと運河の掘削が挙げられる｡

税制上の優遇措置は｢新田開発初年度の田地税の免除に関する布告｣(P136,1857)によって

与えられている｡この布告で,開墾初年度は免税, 2- 4年目はライ当たり1fuang(1/8バ

ーツ)に減税, 5年目以降は1salung(1/4バーツ)を納めることになった(ただし,庭田(na

suan)については2-4年目が 1salung(1/4バーツ), 5年目以降は1salung1fuang(3/

8バーツ)とする)｡この布告では,その目的を開墾を奨励することにより米の生産を拡大させ,

それによって米の値上がりを防ぐことにあるとしている｡米の値上が りを防ぐことを目的とし

たのは,開国後,米の値上がりが激しく都市生活者の反発が強かったからである｡この布告は

米の増産が農民,商人,米の消費者 (都市生活者)いずれにとっても好ましい政策であるとし

ている｡この布告では表面上は輸出促進のための米の増産 とは述べていないが,その目的も大

きかったと思われる｡

一方,運河掘削については,｢王子および王女等に対し農業用の土地を分配する旨の布告｣

(P231,1861)を発し,NakhonChaisiからバンコクに至るMahasawat運河沿いの土地16,200

ライを王子等に分け与えている｡ この運河はNakhonChaisiや MaeKhlong流域の米,堤,

砂糖キビなどをバンコクに運ぶという目的で掘られたものであるが,これらの運河には必ずし

も物産の運搬だけでなく,土地の開墾 という意図も含まれていたことはこの布告から窺うこと

ができる [高谷 1982:230-231;田辺 1973:36-41]｡しかし,これらの土地は運河掘削後,

急速に開墾されたわけではなく,多 くは荒蕪地のまま残されていた｡｢これらの土地が本格的に

水田に転化するには,(19世紀未の)米価の上昇 と同時に旧身分制社会の解体による自由な農民

層の出現をまたねばならなかった｣[田辺 1973:41]｡

王子等に与えられた土地は無主の荒蕪地を占取 (chapchong)したものであり,土地の余っ

ている当時の状況では土地そのものの財産的価値は小さい｡これらの土地を価値あるものにす

るのは,それをいかに利用するかという ｢経営者的才能｣であって,モンクット王はそれらの

土地を有効に利用するよう王子等に個々独立の存在 として商人的あるいは経営者的才能を求め

たと言えよう｡ この ｢商人的経営者的才能｣については後に取 り上げる｡

『年次法律集纂Jに出てくる産業育成策と呼べるものは以上のように僅かなものである｡田地

税の減免,運河の掘削ともに当時すでに需要のある財 (比較優位のある財)に対する奨励措置

であり,比較優位に従った発展を指向した貿易促進のためのものである｡工業化のために比較

優位のない産業を保護するという幼稚産業保護論的政策ではない｡このような比較優位に従う

形になったのは,米作が有望になった時点で民間からの請願に答える形で政策が決定されてき

たからであろう｡ その結果,経済的環境の変化に応じて適応するというパターンになったと考

えられる｡Ingramの言う ｢適応型変化 (adaptivechange)｣ である [Ingram 1971:43]｡
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ⅠⅤ 自由賞易の利益

前節までは ｢消極的経済政策｣の特徴である慎重な貨幣政策 と消極的な産業政策がラーマ四

世期の特徴でもあることを見てきた｡次にもっと一般的に古典派経済学 との類似性 という観点

から,本節で自由貿易論について,次節で価格メカニズムについて取 り上げる｡

イギリスが自由貿易促進のために金本位制へ移行 し,関税率を引き下げたのは1816年のこと

である｡そして,自由貿易論がその頂点に達するのは1846年に穀物法が,さらに1849年に航海

条例が廃止され,自由貿易論者 と保護貿易論者の論争が前者の勝利に終わってからのことであ

る[Sugiyama 1988:14]｡モンクット王が即位したのはそれから5年後のことであり,Bowr-

ing条約を結ぶのはさらにその4年後のことである｡ 時代的にもモンクット王の開国の判断に

自由貿易論が影響を与えていたと予想される｡

モンクツト王は自発的に開国したとする説は多いが,それらの議論は主に外交上の判断に基

づ くものであって,必ずしも開国の経済的帰結,すなわち貿易 と富の増大を期待していたとす

るものではない｡Ingramは自発的に開国したという証拠 として,Bowring条約以前にすでに船

幅税 (measurementduty)の引き下げ,米輸出の統制 と政府独占の廃止によって西洋諸国に対

してシャムの市場を開放していたこと,Bowring条約が抜け穴が多いにもかかわらず有効であ

ったのはモンクツト王に条約を守るという意志があったからという二点を指摘 している [In-

gram 1971:33-34]｡しかし,Ingramはなぜ自発的に開国したのかは明らかにしていない｡

Dhiraveginは｢モンクット王はBowring条約を青んで (willingly)受け入れ,西洋列強から

の圧力を弱めることに成功した｣とする [Dhiravegin 1985:62]｡19) シャムにはもともと強い

国に頼ろうとする傾向があって,中国が阿片戦争 (1839-1842年)に敗れたために,シャムは

頼るべき国を中国からイギリス-と乗換えたと考えている [Dhiravegin 1975:64]｡

Bowring[1969:Vol.2]の記述では,モンクット王が Bowring条約を結ぶに当たって重視

したことはラーオ,クメールなどの周辺の国々がシャムのことをどう見るかであった｡｢ヴェト

ナムがフランスに抵抗している偉大な国であるのに対し,シャムは西洋列強の要求に屈した｣

と見られたくないということであった[ibid.:Vol.2,272;Wilson 1970:392]｡Bowringが

ヴィクトリア女王から直接派遣されたということは,この意味で重要であった｡シャムとイギ

リスが対等であると見せるためである｡また,｢諸国との友好関係を発展させるための外交使臣

の派遣に関する布告｣(P345,不明)でシャムは中国の非礼を理由に外交を断絶しているが,こ

19)｢自由貿易帝国主義｣論者によれば日本が形式的にイギリス植民地のネットワークから逃れられたのは,

日本のエリー トがイギリスとの協力関係を促進しようとしたからである [Sugiyama 1988:53]｡この
点ではシャムも同様のことが言える｡
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こでも重要であったのは如何にシャムの体面を保つかであった｡

では諸国の経済的利益に関してどのように考えられていたかについて見てい くことにする｡

まず当時シャムに来た西洋人およびシャム政府の要職にあった人々が自由貿易の経済的帰結に

ついてどのように考えていたのかを見てお くことにする｡1826年にシャムに来て条約交渉に当

たったBurneyは｢イギリスはどの国よりも安 くて質のよい品をシャムに輸出できるので,イギ

リスの製品を利用できるようになるとシャム国民の繁栄 と幸福 は増すだろう｣ と主張 した

[Burney 1910:Vol.1,174]｡この議論はシャムがイギリスの安い製品を輸入すれば良いとい

う一方的なものである｡1850年にシャムに来たSirJamesBrookeになると ｢国家の収入は国

内の繁栄に依存し,それはさらに貿易に依存する｡ 貿易の制限は人々を苦しめ,それは国家の

収入 と王位の安定に影響を与える｣ と説いた [Tarling 1960]｡ これは貿易を通じて相互の繁

栄を説いたものである｡BumeyとBrookeの説は国民の繁栄を通して国が栄えるというもの

であり,当時の高級官僚達にとっては魅力的な議論ではなかった[HongLysa 1984:61]｡と

いうのは ｢かれらの視点は熱心な商人のものであって,政治家のものではなかった｣からであ

り [Crawfurd 1987:89],この議論では彼 らの個人的利益が保証されないからである｡Bur-

ney,Brookeとは異なり,Bowringの自由貿易論は自由貿易がシャム国内の資源の開発につな

が り,それが国を富ませるということであり,Bowring自身は米の輸出が将来有望であると考

えていた [Bowring 1969:Vol.2,272,291]｡20)

一方,当時,政府の要職にあった人の中にも｢自由貿易論｣的な発言をしている人達がいた｡

当時 Kalahomの職 にあ り,Bowringとの条約交渉団の一員であったSri Suriyawongse

(ChuangBunnag)は ｢自由貿易論者｣で,｢(Bowring)条約は人々の利益になるものであり,

貿易がもたらす利益が生まれるまでの 2- 3年の間は歳入を犠牲に出来る｣とBowringに語っ

ている libid.:Vol.2,275]｡また,貿易独占は人々を苦しめているため廃止すべきだとも述

べている [ibid.:Vol.2,280].実際にはSriSuriyawongseとKrommaluangWongsaは西

洋 との貿易から個人的な利益を得ようとしていたともされ [Wilson 1970:720],この言葉は

そのまま受け入れることはできない｡しかし,この言葉から ｢貿易が人々の利益になる｣とい

う考え方が当時のシャムにも在ったということがわかる｡ところで,Chuangがモンクツトを王

位に就ける上で大きな働 きをしたことは [Bowring 1969:Vol.2,304],モンクットが王位に

就いた時点で自由貿易への移行 は既定の方針であったとも言えよう｡

逆に条約交渉団の中で反｢自由貿易論｣的であったのはDitBunnagとThatBunnagであり,

Bowring条約の締結に反対していた｡That自身は｢貿易が音の源泉であり,自分自身 5隻の船

20)実際にはラーマ三世の時代から中国商人には自由貿易が認められていたのに対し,西洋商人には認めら

れていなかった｡条約交渉の真の意図は西洋商人に対しても自由貿易を認めさせ,中国商人と同じ条件

でシャムの貿易に参入することであった [HongLysa 1984:56;Bowring 1969]｡[溝下 1990]も

参照｡
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を持ち,中国,シンガポール,ジャワと貿易を行っている｣ と述べているが [ibid.:Vol.2,

277-278],これは王室独占貿易からの利益を意味している｡自由貿易化した時にこれらの貴族

の特権は失われ,より高い価格での輸入 とより低い価格での輸出という不利な条件で貴族が貿

易の利益を維持できるか,そして西洋商人とどのような関係を持っているかが Bowring条約に

対する態度の違いとなって現れた｡

では次にモンクット王自身が自由貿易の利益についてどの様に考えているかを r年次法律集

碁Jから見ていくことにする｡｢英 ･米 ･仏三国と結んだ条約に関する布告｣(P104,1856)で

は開国の利益を説いているが,それは厳密には貿易の利益ではなく西洋人がバンコクに住みつ

くことの利益である｡｢もし西洋人がバンコクに来て工業を興せば輸入品の価格を押し下げるこ

とになり,またバンコクの職人が真似て造るときのサンプルになり,国内の産業を発展させる

ことになろう｡ また,西洋人は農業技術に優れてuるので,もし彼らが荒地を開墾したなら国

家の収入は増えるだろう｡また,彼らが貨幣や金をシャムに持ち込めば人々の利益になるし,

彼らに雇用されれば債務奴隷として身売 りしなくても済むようになる｣｡すなわち,技術移転,

農業発展,金銀の流入,雇用の増加がその利益である｡これら利点は主として都市向けのもの

である｡しかし,西洋人の下での雇用についてはシャム人の間に抵抗があって西洋人の下で働

くものは少なかった｡そこで新たに布告が出され,21)｢シャムの貧しい人々が西洋人相手の商売

をし,また西洋人に雇われることによって金銀を得ることはシャムの発展にとって好ましいこ

とである｣と強調し,西洋人の下での就労を奨励 している｡

農民向けには,それとほぼ同じ時期に出された布告で,自由貿易静的に米の輸出がシャム農

民にとって利益 となると説hている｡22) すなわち,｢自由貿易以前には米の価格が一般に低 く,

農民にとっては売っても労働に見合うだけの十分な収入を得られず,田を放棄して別の職業に

就 く傾向があった｡(しかし,自由化後は米が豊作であるにも関わらず,外国商人が大量に米を

買い付けに来るという噂によって米価が上昇している｡ これはシャムの農民にとっては好まし

いことであり),従って人々が恩恵を受けられるよう米を外国人に売るよう奨励する｣と述べて

いる｡23)この叢静は未利用の資源(具体的には土地)が貿易によって開発されると説いたBowr-

ingの主張と同じものである｡両者が条約交渉以前から交流があったことを考慮すると,モンク

21)｢西洋人の下での就労を許可する布告｣(P106,1856)｡
22)｢翌年の米の値上がりに備え,貴いだめを許可する布告｣(PIO9,1856)｡
23)ただし,この布告の其の意図は米価の上昇を正当化することにあったのかもしれなuL,米を槍出した

い西洋人の要請かもしれないし,またそこから王族や官僚が私的利益を得るためであったのかもしれな
い｡モンクット王自身が利益を得ていたことを示唆する資料として,1856年頃,人々の間にはモンクッ
ト王が巨大な音を蓄積しているという噂が広がっていたこと[HongLysa 1984:16-17]また,Bowr-
ing集約後,1905年に至るまで政府の財政は黒字を続けていたことを挙げることができる [Manarung-
san 1989b:26,173-175].
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ツト王がこの点をBowringから学んだ可能性 は高いと考えられる｡しかし,この議論はアダ

ム ･スミスの ｢余剰のはけ口｣論 とは厳密には一致しない｡すなわち,アダム ･スミスの ｢余

剰のはけ口｣論が生産物 というフローの余剰を指すのに対 し,モンクット王らの議論は土地 と

いうス トックの余剰を指している｡ このことは,たとえ古典派経済学が当時シャムに入ってき

ていたとしても,それは正統的なものではなく,それを伝えた人が自分の利益に適った形でし

か伝えていないことを示している｡

実際に自由貿易が始まってみると,それによって利益を得たのは輸出向けに生産できた農民

であり,輸出商であり,そしてシャム政府であり,逆に不利益を被ったのは都市住民であった｡

｢米の輸出増による関税収入を首都の土木工事の費用に使用する布告｣(P131,1857)によれば,

｢自由貿易に移行後は国内米価 も上昇し多 くの人々が米を作 り,売るようになった｡その結果,

米の輸出税 として 1kwian(2,000リットル)当たり4バーツの税金が国家に入 り,国は豊かに

なった｡24) この収入は米を買わなければならない都市住民の負担の上に成 り立つものであり,

都市住民の不満を解消するためにこの収入は首都の土木工事に用いることにする｣｡つまり,自

由貿易化は比較優位のある部門には有利に働 き,そうでない部門には不利に働いたということ

を示している｡

Ⅴ 価格メカニズム

古典派経済学 とのもうひとつの類似性 として本節では価格メカニズムを取 り上げる｡モンク

ツト王は政策の正当性を主張するために価格の自動調整メカニズムをしばしば利用している｡

この点はすでにIngramによって指摘されており,｢モンクット王は価格メカニズムを信 じてい

た｣とIngram は述べている [Ingram 1971:75]｡価格メカニズムを利用した例は r年次法律

集纂』に多 く見られるが,Ingramが例 として挙げるのは｢雨量の予想および嘘の噂を広めない

よう命ずる布告｣(P173,1858)である｡この布告でモンクット王は,干ばつが起こる可能性が

あるにも関わらず米の輸出を禁止しない理由として, もし実際に干ばつが起 こったとしてもそ

れによって米価 も上昇するはずであり,米価が上昇すれば米の輸出に不利に働 き,米輸出も自

動的に停止するはずなので輸出禁止措置は採らないとしている｡

Ingramの取 り上げたもの以外にも同じような例が見られる｡｢本年の雨量不足および米価の

値上が り予想に関する布告｣(P269,1864)も同じ主旨で,その内容は｢王は外国人に米の買い

占めを認めたと言ってはならない｡外国人が米の値段が高 くても米を買おうとするのは輸出し

24)Wilsonによれば1857年には米税 (phasikhao)はlkwian 当たり2バーツだったものが,1864年には
26バーツにまで上昇している [Wilson 1970:658].
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たときに利益が上がるからである｡干ばつで米が不足すれば農民は米を売らなくなるか,売っ

たとしてもさらに高い値段でしか売らないだろう｡ もしその値段で輸出したときに利益が得ら

れなければ米の輸出は自動的に停止するだろう｣ というものである｡さらに ｢米価の値上が り

に関する布告｣(P277,1864)では｢米の価格は米を売るものと買うものとの間での交渉によっ

て決まるのだから,政府は米価に干渉することなく,人々の意志に任せる｣としている｡

これらの布告が出された背景には,米の値上がりに対する都市住民の不満があり,｢外国商人

がシャムの米を買いあさるのはシャムを混乱させるためである｣ という噂が広がっていた｡こ

れらの布告はそのような不満を抑える意図があった｡しかし,このような価格メカニズムによ

る説明では都市住民を説得することは出来ず,さらに ｢米を取引する者に忠告する旨の布告｣

(P278,1864)が発せられている｡ その要旨は｢米の値上がりを抑えるために政府が介入するの

は適当でない｡もし,介入して安い値段で米を売らせようとすると米を持っている者は米を隠

してしまうだろう｡むしろ,米価が高いときには買い控えるのが有効である｡また商人の不当

な利益を抑えるためには農家から籾を買ってきて自分で精米するよう勧める｣ というものであ

る｡25) この布告は,米を隠してしまったときにそれを強制的に売らせるような力は政府にはな

く,政府が米市場に介入しようとしても有効ではないことを示している｡ つまり,政府には直

接的に介入する手段を持っていなかったために市場メカニズムに依存せざるを得なかったとも

言えよう｡ ところで,自分で精米するということは分業には逆行し,市場経済化にも反する｡

つまり,分業の利益という点をモンクット王は重視しておらず,この点に関しては古典派経済

学の影響は見られない｡

以上の布告はいずれも米の輸出を認めるという主旨のものであり,外国人の利益に沿ったも

のである｡米輸出を禁止しないように請願する西洋商人の論理をモンクット王が利用したとも

考えられる｡ もし結果的にモンクット王がそれを受け入れたとすると,その理由として考えら

れるのは第-に西洋列強との友好関係を維持することであり,第二に貿易から利益を得ること

(輸出関税 もしくは西洋商人 との私的関係を通して)である｡

次に見る例は西洋商人の利益 とは関連の薄いものであり,モンクット王自身の思考 と思われ

るものである｡

｢マイパカム税およびココナッツ･オイル税の廃止に関する布告｣(P209,1860)では,｢税収

不足を嘆いて七種の宝石の雨が降るように祈ったとして,たとえ現実にそのような雨が降った

としても,その時には宝石もただの草木 と同様の価値のないものに変わってしまう｣と述べて

25)この年の干ばつは最終的には米輸出を禁止 しなければならないほどひどいものであった｡米輸出の一時

停止を命ずる布告｣(P281,1864)によれば西部では洪水,その他の地方では干ばつのために収穫がほと

んどできない田も多 く,その結果,米価は上昇 し,結局,輸出を禁止 している｡また,農民救済のため

に ｢田地税の支払延期を許可する布告｣(P282,1864)が出されている｡
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いる｡26) すなわち,宝石が価値を持つのは希少なためであり,もし誰 もが容易に手に入れられる

ようになるとその価値は失せてしまうということである｡モンクット王は宝石の価値の源泉が

希少性にあると理解していたと言えよう｡

また ｢金貨発行に関する布告｣(P258,1863)では｢米 と金の値段は逆行する,すなわち,米

価が高い時には金の価格は低 く,米価が低いときには金の価格は高 くなる｣ という昔からの言

い伝えを論証 している｡その主旨は以下の通 りである｡開国以前は,豊作の時には米価が下 り,

労働に見合 うだけの利益が得られない時には,田は放棄された｡逆に,干ばつの時などには耕

作されている農地が少ないために米の供給 も少なく,したがって米価は急騰する｡銀貨を十分

に持たないものは金で米を買わざるを得ず,そのため金価格は低 くなる｡米価が急騰した翌年

は,田を放棄した農民 も再び米を作るようになる｡そして,米の過剰供給 となり,米価は再び

下落する｡すると価格がさらに下る前に買いだめしてあった米を売ってしまおうとするため,

金を高い値段でも買ってしまう｡しかし,開国後は田が開墾され,何万 kwianも米が輸出され

るようになり,開国後 8年の間に銀は何万 chang(1changは80バーツ)ち,金 も何十 haab(1

haabは60キログラム)もシャムに流入してきた｡そのため国内物価は上昇 した｡金価格 と米価

との間にはもはや以前の関係はなく,｢外国商人が金を持ち込んだ時には金価格は下落 し,銀を

持ち込んだ時には金価格が上昇する｣ という関係に変わった｡ここでの議論は銀本位制の下で

の金 と米の相対価格の変化に関するものである｡要約すると,開国前には国内の金の総量に大

きな変化はなく,金 と米の相対価格は米の生産量によって決まる｡ 一方,開国後は国内の金の

総量は外国からの金の流入量によって決まり,金価格 と米作の豊凶との間に明確な関係はなく

なったということである｡

ここで注意しておきたいことは,米の値段によって耕作 したり,田を放棄したりする人々が

いて,人の移動がかなり自由であったということである｡この点も政府が強制ではなく市場メ

カニズムに依存せざるを得ないひとつの要因である｡ この点は次節で再び取 り上げる｡

本節で取 り上げた例は,一見 ｢価格メカニズムの信奉者｣のように見せたり,古典派経済学

の影響を窺わせるものである｡ しかし, これらの例は古典派経済学の体系からすれば,いずれ

も断片的な応用でしかない｡27) このような断片的な論理 は古典派経済学を持ち出すまで もな

く,商人的知恵 として説明できるものである｡第Ⅵ1節でシャム国王の商人的性格を取 り上げる

のはこのためである｡

26)ここで税収不足 とするのは ｢公的｣な収入に関するものであろう｡公的な収入 と私的な収入 との区別に

ついては後に取 り上げる｡

27)西洋的理念が部分的にしか導入されず,伝統的な理念が根強 く残ってい く様子は ｢落下 1990:39]参

照｡
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ⅤⅠ 原仮脱

これまでの議論はシャムの経済政策が古典派経済学的思考の影響によって ｢消極的｣になっ

たのかという視点からのものであった｡これらの外的な要因に対 し,シャム国内の要因として

本節では ｢原仮説｣を,次節では国王の商人的性格について検討する｡28)

原 [1986]は ｢シャム政府は農民に強制労働を課すことが困難なために,農民に私的利益 と

いうインセンティブを与えて統治するという形態を採用した｣ という仮説を提示している [同

上 :22]｡この仮説はインセンティブが価格メカニズムを通して与えられること,従って価格メ

カニズムが農民レベルで有効であったということを意味するものであり,本節ではこれについ

て検討する｡まず,原仮説の要約を行う｡

稲作社会における自然に対する適応の仕方は ｢工学的適応｣ と ｢農学的適応｣の二つに分類

することができる [石井 1975]｡｢工学的適応｣ とは ｢手近に水源を見出せない地域では,農

民は遠隔地にある水,あるいは天水を手元に引きよせ利用可能 とし,かつその状態を持続させ

るために･･････導水清をうがち,揚水装置をもうけ,堰をきずいて川をせきとめ,あるいは貯水

のための貯水池をつくる｣といった適応の仕方である [同上 :20]｡一方,｢農学的適応｣ とは

｢水稲の生育に適当な用水条件が,自然に与えられ,人々はその自然条件に適合する品種を適切

に選別しさえすれば,生産が可能 となるめぐまれた地域 [同所]での適応の仕方であり,農民

はただ自然条件に合った品種を見つければよい｡アユタヤ朝はこの例であり, この時代はウイ

ットフォーゲルが論じたような絶対君主による ｢東洋的専制国家｣ の時代ではなく,王は地方

の物産を税 として徴収し (Suai),それを輸出するという商人的性格を持っていた｡29)

アユタヤ朝の王 と自由農民 との関係は ｢東洋的専制国家｣によってイメージされる直接的な

強o支配 ･被支配の関係ではなく,家産官僚 と自由農民 との間のパ トロンークライアント関係

を通した支配であった｡そしてこのような統治形態は ｢私的利益を追求しうるというインセン

ティブを与えて統治するという形態｣ をとった [原 1986:21-22]｡

28)これらの要因はシャム的な｢小型家産制国家｣の特徴としても論じることができよう｡｢小型家産制国家｣

の定義は｢自然生態環境に定められた r適地Jの支配を権力の基盤として,領域支配の観念と実践に乏
しく,分節的でルースな社会のうえに成立する固有の王権思想に拠る小規模な家産制的権力｣として与
えられている [矢野 1986:238-239]｡

29)原 [1986:16-17]は労働が土地に比べて希少であることがシャムの奴隷制と賦役労働につながったとし
ているが,｢工学的適応｣と｢農学的適応｣の善も土地と労働力という農業生産にとって重要な二つの生

産要素の相対的賦存状態から説明することができよう｡すなわち,単純化して言えば,前者は労働力に
比べ土地が希少な地域で利用可能な土地を拡大するための工夫であるのに対し,後者は労働力に比べ土

地が過剰な地域での適応であるという解釈である｡前者の例が日本,台清,ジャワであり,後者の例が
シャムであると言えよう｡
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以上が原仮説の要約である｡ 以下ではこの仮説をモンクット王の時代に即してもう少し詳し

く検討する｡労働が希少であったことはアユタヤ時代 もモンクット王の時代 も変わらない｡30)

労働力は希少であるために貴重であり,それだけ大事に扱われる｡ 例えば,｢奴隷｣という言葉

が持つイメージと比べて実際の状態がそれほど過酷でないのはそのためであろう [Ingram

1971:61]｡もし過酷な状況に陥った場合には有力者の下に逃げ込みその保護をうけるというこ

とが広 く行われていたからである｡r年次法律集纂Jに逃亡に関する布告が多いのは,このこと

を示している.31)

また,プライ (平民)の掌握に関しても,農学的適応を行ってきたがために ｢国家と個々人

の間に地縁的なものが媒介する度合いが少な｣く,｢農民の国家に対する主要義務である祐役も,

血縁原理による徴発組織によっていたのである｡奇数番目の子は母方の,偶数番目の子は父方

の組頭 (ムンナ-イ)に従って篠役に従事した｡このことは世代交代を経るにしたがって,描

役の徴発組織を複雑化し,篠役徴発を困難にすることを介して,国家を弱体化 した｣[友杉

1975:99]｡

プライの掌握が不十分だったことはモンクット王の時代に賦役労働から中国人の雇用労働に

切 り替えられていったことにも現れている[Ingram 1971:80]oチャオムー,ムンナ-イはプ

ライの登録に対して非協力であり,プライの登録が不十分だった｡32)｢地方のプライ登録官に対

し訓示を与える布告｣(P90,1855)によって,登録の入れ墨をしていない壮丁 (leek)を見つ

けた者には壮丁の所有権を与え,プライの登録を促進しようとしたが,地方の役人の中には捕

まえてきた壮丁を不正に自分のものにした者が多 く,この努力は成功しなかった｡

このような状態であったので,開園後,米価が上昇するとそれに反応して農民がかつて放棄

した土地に戻ってきて,自発的に耕作を再開することになった｡33)価格に敏感に反応する農民

の存在は,当時,市場がある程度発達していたことを示唆している｡ただし,その範囲は中部

30)原 [1986]はラーマ五世の時代に奴隷制 と自由農民の賦役労働が廃止されるのは労働が希少でなくなっ

たためとしているが,これらの措置は労働供給を増やすための措置であり,当時は依然 として労働不足

であったと考えられる｡それを示すひとつの例は,1900年に開通したコラー ト･バンコク間の鉄道が東

北タイからランシットへの労働移動に貢献 し,ランシットの労働不足を綾和 したということである

[Manarungsan 1988:5-6]｡
31)逃亡に関する布告 としては ｢債務奴隷およびその妻が高級官僚の邸宅へ逃げ込むことに関する布告｣

(P140,1857),｢債務奴隷が高級官僚の邸宅に逃げ込むことを禁止する布告｣(P168,1858),｢王族や官

僚が隷民などを匿うことを禁止する布告｣(P170,1858)および ｢壮丁の入れ墨に関する布告｣(P223,
1861)などがある｡

32)｢ソムデットチャオプラヤ-2名をプライ登録局長官に任命する布告｣(P70,1855)｡
33)第ⅠⅤ節参照｡耕作を放棄していた間に何をしていたかは明かではない｡米作を縮小して自給自足的生活

に戻ること,有力者の奴隷となること,都市での職業に就 くこと,米作以外の農業に従事することなど

が考えられる｡
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タイについて言えば,バンコクおよびその周辺 と中部タイでも運河の発達した小さな範囲に限

られており,したがって自由貿易化のインパクトもこの地域に限られていた [Manamngsan

1989a].34)

価格に敏感に反応する農民の姿は徴税請負制の研究でも明らかにされている.35)徴税請負制

がラーマ三世の頃から拡大していった理由にはいろいろな説がある｡ ひとつは中国との貿易の

低迷 とBumey条約による王室独占貿易の減少によって生 じた歳入不足を補 うためであ り

[Manarungsan 1989b;桜井 1986:229],もうひとつは貨幣経済が発達したために導入され

たというものである[HongLysa 1984]｡36)しかし,これらの説ではなぜ正規のルー トではな

く,新たな徴税ルー トを必要としたのかは説明できない｡当時,地方に派遣された官僚は徴収

した税をなるべ く中央政府には納めずに個人的な財産 として蓄えようとしたために,37)徴税請

負人が代わりに税を取 り立て中央に納めるという別の徴税ルー トを作る必要があったと考えら

れる｡38)この目的は地方の官僚 と徴税請負人が互いにチェック機能を果たす場合にはうまく達

せられたが,両者が共謀した場合には事態は改善されなかった [ibid.:86-93].

農民が価格に敏感である様子は ｢郁子の樹税の廃止 とココナッツ ･オイル税の復活に関する

布告｣(P271,1864)に示されている｡ すなわち,｢郁子の樹一本当たり100biaの課税に変えた

ところ,許可なく郁子油を造って売買する者が出てきて徴税がうまく行かなくなった｡そこで

郁子の実に課税することにしたところ徴税請負人が規定の額以上の税を取 り立てたので,これ

もうまく行かなかった｡そこで,郁子の実税 と柵子の樹一本当たり100biaの課税は廃止し,柿

子の樹 3本当たり1salungに代え,郁子の実の売買と都子油の製造を自由化した｡しかし,柿

子の樹税が高いために新しく郁子の樹を植え代えることをせず郁子の樹が減少してきているた

め,梯子の実と櫛子油の値段が上昇してきた｡そこで,梯子の樹税を廃止し,櫛子油税に戻す

ことにする｣というものである｡39)このように農民は税率や価格に対 し敏感に反応し,政府 もそ

34)開国後も商品経済が中部タイ全域に速やかに浸透していったわけではないことは,[Nartsupha 1984]
第 3章を参照｡逆に,東北タイにおいて貨幣経済が浸透していたとする研究には [Koizumi1992]が
ある｡

35)原 [1986]が ｢私的利益というインセンティブを与えて統治する形態｣というとき,このことを念頭に
置いているものと思われる｡

36)徴税辞負制には現物で納められた税を貨幣に代えるというタイプのものは少なかった 【Wilson 1970:
648]｡

37)国王の影響力が地方に及ばなくなる様子については 【田辺 1972]参照｡
38)次節で取り上げる香港領事アダムソンのように,開国した時点で西洋人を新たな徴税ルートとして体制

内に取り込もうとしたという仮説も成り立つように思われる｡
39)[HongLysa 1984:101-102]も参照｡この他,[ibid.:26]にはしゅろ糖 (palmsugar)に課税する

とココナッツ糖 (coconutsugar)の生産に移行していったケースが示されている｡
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れに対して税率の変更を行うことになる｡ここには,農民,政府 ともに価格には敏感にならざ

るを得ない様子が現れている｡

以上を要約すると,土地が労働力に比べて過剰である場合,農業は ｢農学的適応｣をたどる｡

それは地縁的であるよりは血縁的Tlぁり,農民の掌握 も困難になる｡そのため農民にはある程

度の自由が生じ,より大きな利益を求めて価格に対して敏感に反応するようになる｡同様に政

府 も価格に対して敏感にならざるを得なかった, ということである｡これが ｢私的利益を追求

しうるというインセンティブを与えて統治するという形態｣[原 1986:22]であり,その手段

が税の軽減であり,価格メカニズムの利用であったと考えられる｡

Ingramは ｢タイ経済 は外国か らの需要に対 して反応す るという適応型変化 (adaptive

change)を遂げてきた｣[Ingram 1971:43]とする｡このような特徴は第二次世界大戦後の

商品作物の普及の過程でも見られたことである｡これらの特徴は本節で示したような農民の行

動によって説明できるものと考えられる｡

ⅤⅠⅠ 商人王

前節で見たような｢農学的適応｣は国王の商人的性格 として現れる｡40)本節では,国王自らが

市場や価格メカニズムに敏感であった理由としてシャム国王の商人的性格を取 り上げる｡

モンクット王 も国王になる以前から,すなわち王族の一員 として,すでに商人的あるいは経

営者的才能を求められていた｡国王から資金を与えられ,それを元手に経済活動を行い,その

収益によって生活を維持していくというのが当時の王族の状態であった｡例えば,即位以前の

モンクット王には2,000チャン (16,000バーツ)が資金 として与えられており,それを元手に貿

易をしたり,貸し付けて利子を取ったりして個人的な収入としていた｡41) また,モンクット王自

身が即位後,王族に対して追加的に報酬を与えたとき,与えられた報酬を資本 として利潤を追

求するよう王族に求めている｡そして,得られた利潤は無駄使いすることなく国家の為に使 う

よう,また,借金をすることのないよう戒めている｡42)Mahasawat運河を掘ったとき,モンク

ツト王は運河沿いの土地16,200ライを王子および王女などに分け与えたこと(国王によるchap

chong)にも,王子王女も水田を開 くなどして自ら経済活動を行って収入を維持し増やせとのモ

ンクット王の意図がある｡43)このように王族 はそれぞれに年金や土地等を資本 として与えら

40)アユタヤ時代のシャム国王の商人的性格については 【石井 1975]参照｡

41)｢副王宮の王子王女に対する年給に関する布告｣(P287,1865)｡
42)｢王族の報酬に関する布告｣(P98,1856)および ｢王子に対する報酬および生活に関する布告｣(P99,

1856)0
43)｢王子王女等に対し農業用の土地を分配することを決定した旨の布告｣(P231,1861)｡
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れ,それを各自が経営者的才能を発拝して収入を拡大することが求められていた｡叫

王族に対してのみでなく,一般の人々に対しても損をしないよう忠告を与えたりしている｡

例えば,｢米の値上がりに備え,買いだめを許可する布告｣(P113,1856)では ｢米の輸出を解

禁すると米が値上がりするだろうから値段の安い今のうちに米を買っておきなさい｡将来,値

上がりしたときには売って利益をあげることもできる｣と述べている｡

モンクット王は即位後も商人的才能を発揮し,献上品を受けたり,外国人への貸付,外国貿

易への投資などにより首を蓄横していった[HongLysa 1984:12]｡モンクット王はこれらの

収入を個人的な収入と見なし,これらはモンクツト王の死後,妻と子供達に与えられるものと

した｡一方,徴税請負制からの収入,suai(現物税),田地税,進貢国からの責祖などは公的な

収入と考え,これらは年金や寺の建設費,賃労働者の賃金などに支出された[ibid.:49]｡モン

クット王自身も収入に関しては公私混同を戒め,｢副王宮の王子王女に対する年給に関する布

告｣(P287,1865)では｢即位後は国の首を私的に利用するような公私混同はしておらず,支出

については大臣と相談して決めている｡66人目の子供ができてからは懐妊の手当は国庫からで

はなく王個人のお金を使っている｣と述べている｡(しかし,これに続けて,子どものための椀,

盆,匙の支出は昔からの慣習を破らないよう王庫から支出しているとする｡ このことは公私の

区別 とは言え,その定義自体が唆味であったことを示している)｡

国王の私的な収入については外国人商人との緊密な関係が指摘できる｡上述のように即位以

前からモンクツト王は外国人商人ともつながりがあり,例えばシャムに貿易に来ていたアメリ

カ人商人 Eddyに宛てた手紙では,｢アメリカにおけるモンクツトのエージェントとして働 き,

必要なものは注文するのでアメリカから送るよう｣に依頼 している [PramojandPramoj

1987:14-18]｡この手紙では石版印刷機を注文しており,僧籍にあったモンクットにとっては

言わば ｢公的｣なものであって,個人的利益のためのエージェントであるかはこの手紙からは

明かではない｡

当時中国沿岸には海賊が出て危険なために中国にはエージェントはuなかったものの,シン

ガポールには二つのエージェントがあった｡すなわち中国系のTanTockSing公司とイギリス

系のMessrs.Hamilton& GreyCo.Singaporeである｡ これらのエージェントはシャムから

アメリカへの輸出にも携わっており,輸出はシンガポール経由で行われていた[ibid.:17-21]｡

TanTockSingは1830-40年代にかけてシンガポールの有力な商人であり,その子 TanKin

Chengもモンクット王の個人的なエージェントで,後にシンガポール駐在のシャム領事に任命

されている [HongLysa 1984:65]｡

44)軍人の商人的活動について [Koizumi1992:300]にはChaophrayaBodindechaの例が見られる｡
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一方,外国人商人の方もシャム政府との緊密な関係を求めている｡45)Bowringも自分の息子

を香港のシャム領事にするようシャム政府に働 きかけている[Wilson 1970:376]｡ Bowring

の息子で Bowring条約の交渉団にも加わったJohnCharlesBowringは1848年に中国にやっ

てきて JardineMatheson&Co.,Ltd.のパー トナーになっているが [Suehiro 1989:20,

346],この息子を指している｡また,プロシア駐在のシャム領事にはシャムに滞在したことの

あるプロシア人ア-マーカワードを任命し,もしプロシアおよびその他のドイツ諸国で国王が

手に入れたい物があるときには注文するので買って送るよう命じている｡46)一般に,シャム政

府は香港,シンガポール,ペナン,ラングーンなどのイギリスの支配地域でシャムとも貿易関

係のあった都市に領事を置 くことに関心があった｡ロンドン特命公使にSirJohnBowringを,

またパリ領事にMonsieurA.deGrehanを任命した背景にはシャムの独立を守るために地位

の高い人達にシャムの ｢パ トロン｣ になってもらうという外交上の意図があったが,それ以外

の都市ではそれまでバンコクで商売をしてきた商人が領事に任命され,またバンコク駐在の外

国領事 もイギリスを除き,他はすべて商人がなっていた [Wilson 1970:376-377]｡

これらの事実は,商人が領事 となることによって利益を得,シャムの国王もしくは高級官僚

も商人を領事に指名することによって個人的利益を得ていたこと,あるいは領事が国王等の個

人的エージェント的性格 も持っていたことを示唆している｡このように当時の外交には商人的

性格が強 く残っており,貿易を自由化したとは言え,全 く自由であったわけではなく,国王や

有力者 との深い関係が維持された｡｢開国｣というのは,ラーマ四世の時代には古い体制を維持

しつつ,それまで中国人が果たしていた役割に西洋人 も参入するようになった過程 と言えよ

う｡47)

徴税請負人は中国人の役割での中でも重要なものであるが,西洋人が徴税請負人的な役割を

果たしている例が見られる｡香港駐在のシャム領事アダムソンは,｢シャム領事館のあるシンガ

ポール,ペナン,ラングーン,マカオに商売に出かけた者は,そこで トン当たり3セントの手

数料を払う｣よう提案し,認められている｡48)西洋人が徴税請負人 となる例は多 くはないが,シ

ャム政府が西洋人にも中国人 と同じ役割を求めていたことを示唆している｡

西洋の商人の中にも国王に貴重な晶を献上している様子は,叙勲の布告の中に見ることがで

45)外国人商人がシャム政府に依存しようとしたのはアユタヤ時代にも見られる現象である｡輸出品は責納
として集められていたために,｢膨大な物品のアユタヤへの集荷は王権の安定,強固さに依拠せざるを

得｣なかったからである [桜井 1986:224]｡
46)｢プロシア駐在のシャム領事の任命に関する布告｣(P266,1864)｡
47)これは｢伝統的な王権の諸様式を強化する方向｣[矢野 1992:24]の変化と言えよう｡[溝下 1990:

27]は西洋との条約が実質的には朝貢関係の中で処理されたと指摘している｡
48)｢シャム領事館のある国に出入りした船の手数料支払に関する布告｣(P265,1864)0
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きる｡モンクット王 (ラーマ四世)以前では,ラーマ一世の時代には宝石をちりばめた剣や銃

など価値の高いものを国王に献上したF.ライドが,ラーマ三世の時代には大砲などの贈 り物を

したスコットランド人商人ハンターや馬などの贈 り物をしたインド人商人モハマッド･フォレ

スがいる｡.ラーマ四世の時代には宝石や馬などの贈 り物をしたシンガポール在住の商人チャー

ルスロバー トララーが叙勲している｡49)

以上見てきたように,モンクット王の時代においても国王および王族の商人的性格は強 く,

また中国人および西洋人商人 との関係も深 く,それだけ商業,市場,価格等に敏感にならざる

を得なかった｡モンクット王が布告の中で価格の変動に触れる機会が多いのはそのためであっ

て,それがモンクツト王を価格メカニズムの ｢信奉者｣のように見せていると考えられる｡50)

おわ リに

本稿はタイの経済政策の特徴 と言われる ｢消極性｣について,その特徴がラーマ四世期にも

見られること,また,それが正統的古典派経済学の原理に類似したものであるとの視点からラ

ーマ四世期に古典派経済学がシャムに入って来ていたか否かを検討した｡具体的に,モンクッ

ト王が古典派経済学から影響を受けたとする史料は見出せなかったが,r年次法律集纂Jの中に

は古典派経済学との類似性を指摘できる部分が少なくない｡例えばingramが指摘しているよ

うに,モンクツト王はいろいろな布告で価格メカニズムを用いていることである｡また,自由

貿易の利益に関する記述が,Bowringとモンクツト王 との間で似通っているのもBowringを

通して自由貿易論が影響していることを窺わせる｡

しかし,これらの例は決して体系的な経済学の導入と呼べるようなものではない｡せいぜい

断片的なものであって,それはむしろモンクット王の商人的性格を窺わせるものである｡･古典

派経済学の影響を検討する以前に,このようなシャムの伝統的な統治形態や社会経済的枠組み

の中に古典派経済学的行動と一致する要因を見出すことができる｡まず,土地が労働に対して

過剰なために ｢農学的適応｣を行ったこと,そしてそれがひとつには国王の商人的性格につな

がったこと,もうひとつは血縁的関係を通じた統治のために農民の掌蛭が不完全になり,｢私的

利益 というインセンティブを与えて統治するという形態｣になったということである｡前者は

国王が商業,市場,価格 といったものに敏感にならざるを得ないことにつながり,後者は農民

の価格に対する反応を敏感にさせ ｢価格メカニズムを通じて統治するという形態｣につながっ

49)｢外国人に対する叙勲に関する布告｣(P311,1867)｡
50)この他に国王の (あるいは政府の)商人的性格の影響として考えられるのは,シャム政府が経済政策を

行う時,経済発展あるいは産業育成というマクロ的視点からではなく,ミクロ的商人的視点から行動す
ることになったということである｡

322



池本 :ラーマ四世期の ｢消極的｣経済政策

たと考えられる｡

このように,一見,古典派経済学の導入 と見えることも, もともとシャムに在った発想を古

典派経済学の言葉で置き換えたに過ぎないものもあり,またシャムに特有の統治形態が古典派

経済学的発想を促進したものもある｡逆に言えば,古典派経済学がシャムの統治形態に適して

いなければシャムには受け入れられなかっただろうということである0

さて,シャムの ｢消極的経済政策｣をイギリス人財政顧問の影響力に帰する説や正統派であ

るがために採用したという説を本稿の結論をもって再検討してみると,これらの説はいずれも

シャム側の条件の分析が不十分なのではないかと思われる｡すなわち,シャムはそもそも ｢消

極的経済政策｣の国であったがためにイギリス人財政顧問の意見 とも,また正統派の経済政策

とも一致 し,従ってそれを受け入れたのではないかということである｡これは今後の課題であ

る｡

もうひとつの残された課題は,本稿の分析がタイの戦後の経済発展にどれだけ応用可能かと

いうことである｡ 本文中でも指摘 したようにIngram の言うタイの｢適応型発展｣も基本的には

本稿の視点から説明可能であろうと思われる｡
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